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語文122（2024・6　大阪大学国語国文学会）

金
剛
寺
蔵
『
諸
打
物
譜
』
所
載
「
順
次
往
生
楽
次
第
」
に
つ
い
て

―
『
順
次
往
生
講
式
』
と
の
関
連

―

中　
　

原　
　

香　
　

苗

一　

は
じ
め
に

大
阪
府
河
内
長
野
市
に
所
在
す
る
天
野
山
金
剛
寺
に
は
、
多
く
の
聖
教
が

所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
音
楽
に
関
わ
る
資
料
も
存
在
す
る
。
こ
れ
ら

聖
教
の
う
ち
貴
重
な
も
の
は
、『
金
剛
寺
善
本
叢
刊
』
全
五
巻
に
紹
介
さ
れ
て

お
り
、
音
楽
関
係
資
料
も
第
二
期
第
三
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る

（
（
（

。
本
稿
で
は
、

金
剛
寺
蔵
の
音
楽
資
料
の
う
ち
、
第
十
三
代
学
頭
の
禅
恵
（
一
二
八
四
―
一

三
六
四

（
（
（

）
が
書
写
し
た
『
諸
打
物
譜
』
に
着
目
す
る
。『
諸
打
物
譜
』
は
音

楽
関
係
の
資
料
を
集
め
た
も
の
で
、
そ
こ
に
は
種
々
の
口
伝
や
楽
器
に
ま
つ

わ
る
伝
承
、
法
会
の
記
録
な
ど
、
多
様
な
記
述
や
種
々
の
資
料
が
引
用
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
に
は
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
資
料
も

存
在
す
る
。

「
順
次
往
生
楽
次
第
」（
以
下
、「
楽
次
第
」
と
略
称
）
と
題
さ
れ
る
も
の
も
、

そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
名
称
か
ら
、
音
楽
を
と
も
な
う
講
式
と
し
て
著
名

な
『
順
次
往
生
講
式
』（
以
下
、『
順
次
講
式
』
と
略
称
）
と
の
関
わ
り
が
う

か
が
え
る
。『
順
次
講
式
』
で
は
、
講
式
の
随
所
で
雅
楽
の
曲
や
催
馬
楽
の
旋

律
に
の
せ
た
往
生
を
希
求
す
る
曲
が
歌
わ
れ
る
が
、「
楽
次
第
」
に
は
、『
順

次
講
式
』に
お
い
て
、ど
の
箇
所
で
ど
の
よ
う
な
音
楽
を
奏
す
る
か
、と
い
っ

た「
次
第
」、
及
び
講
式
で
演
奏
さ
れ
る
雅
楽
の
曲
の
由
来
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
楽
次
第
」
に
は
、「
真
源
」
と
明
記
し
た
識
語
が
記
さ
れ
、
ま
た
『
順
次

講
式
』
に
見
え
な
い
項
目
も
存
在
す
る
。
現
存
す
る
『
順
次
講
式
』
の
伝
本

に
は
真
源
自
身
に
よ
る
奥
書
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
は
経
典
目
録

や
内
部
徴
証
か
ら
真
源
が
作
者
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。「
楽
次
第
」
に
付
さ

れ
た
識
語
が
真
源
自
身
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
と
深
く

関
わ
る『
順
次
講
式
』が
真
源
の
手
に
な
る
こ
と
の
証
左
と
も
な
り
得
る
。
た

だ
し
、
こ
の
識
語
に
は
問
題
点
も
あ
り
、
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
諸
打
物
譜
』
所
載
の
「
楽
次
第
」
を
と
り
あ
げ
、『
順

次
講
式
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。
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二　
「
順
次
往
生
楽
次
第
」

ま
ず
、
金
剛
寺
蔵
『
諸
打
物
譜
』（
四
一
―
九
四
）
に
つ
い
て
述
べ
る

（
（
（

。
ま

ず
、
書
誌
を
記
す
。
列
帖
装
仮
綴
一
冊
。
法
量
二
〇
・
七
糎
×
一
五
・
六
糎
。

墨
付
三
〇
丁
。
外
題「
諸
打
物
譜
」。
構
成
を
簡
単
に
記
す
と
、
以
下
の
よ
う

に
な
る
。

Ⅰ　

�

打
物
（
太
鼓
・
鉦
鼓
・
三
鼓
・
一
鼓
な
ど
）
の
楽
譜
と
住
吉
社
に

お
け
る
口
伝
の
相
承

Ⅱ　

鞨
鼓
の
楽
譜
と
そ
れ
に
関
わ
る
口
伝

Ⅲ　

�

鞨
鼓
に
ま
つ
わ
る
口
伝
、
笙
に
つ
い
て
の
記
述
、
楽
器
の
名
器
に

関
す
る
も
の
、「
八
音
」「
十
二
調
子
」
な
ど
音
楽
に
関
わ
る
基
礎

知
識
、「
順
次
往
生
楽
次
第
」
な
ど

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
の
そ
れ
ぞ
れ
末
尾
に
は
、
以
下
の
識
語
が
見
ら
れ
る
。

・
識
語
Ａ
（
Ⅰ
の
末
尾
）

文
保
二
年
〈
戊
午
〉
六
月
三
日
、
於
河
州
金
剛
寺
、
以
住
吉
菊
薗
修
理

亮
本
書
写
畢
。�

僧
禅
恵
在
判

・
識
語
Ｂ
（
Ⅱ
の
末
尾
）

文
保
二
年
〈
戊
午
〉
六
月
三
日
、
以
住
吉
菊
薗
修
理
亮
仲
継
本
写
了
。

�

禅
恵
〈
生
年
／
卅
五
〉

・
識
語
Ｃ
（
Ⅲ
の
末
尾
）

于
時
文
保
二
年
〈
戊
午
〉
八
月
十
五
日
、
於
河
州
天
野
金
剛
寺
無
量
寿

□
書
写
了
。�

禅
恵
〈
春
秋
三
十
五
才
〉

応
永
廿
六
年
八
月
廿
八
日
、
於
天
野
大
門
坊
書
写
了
。
長
爾
三
十
一
才

（
（
（

（
引
用
に
際
し
て
は
、
原
則
と
し
て
通
行
の
字
体
を
用
い
た
。
判
読
の
便
を
考
慮
し
、

句
読
点
の
な
い
も
の
に
は
句
読
点
を
付
し
、
適
宜
改
行
す
る
な
ど
し
た
。
□
は
欠
損
、

〈　

〉
内
は
割
注
、
以
下
、
同
様
。）

識
語
Ａ
Ｂ
に
よ
れ
ば
、
Ⅰ
Ⅱ
の
箇
所
は
、
住
吉
菊
薗
修
理
亮
（
仲
継
）
本

を
も
と
に
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
住
吉
菊
薗
修
理
亮
仲

継
は
、
住
吉
社
第
四
五
代
神
主
の
津
守
国
長
の
曾
孫
で
、
正
応
六
年
（
一
二

九
三
）
に
修
理
亮
に
任
じ
ら
れ
、
乾
元
二
年
（
一
三
〇
三
）
に
従
五
位
下
に

至
っ
た
津
守
仲
継
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

（
（
（

。

識
語
Ｃ
は
本
書
の
末
尾
部
分
に
存
す
る
も
の
で
あ
り
、
禅
恵
が
こ
の
箇
所

を
住
坊
で
あ
る
金
剛
寺
無
量
寿（
院
）で
書
写
し
た
こ
と
を
記
す
。
次
の「
長

爾
」
に
よ
る
識
語
は
、
本
書
全
体
の
書
写
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

に
よ
り
、
本
書
は
文
保
二
年（
一
三
一
八
）、
禅
恵
が
三
五
歳
の
折
に
書
写
し

た
も
の
で
、
そ
れ
を
約
百
年
後
の
応
永
二
六
年
（
一
四
一
九
）
に
長
爾
な
る

人
物
が
金
剛
寺
大
門
坊
で
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
長
爾
に

つ
い
て
は
、
未
詳
で
あ
る
。

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
の
内
容
か
ら
、
本
書
は
音
楽
に
ま
つ
わ
る
内
容
が
書
か
れ
た
楽
書

と
み
な
せ
る
。
禅
恵
と
音
楽
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
正
和
三
年
（
一
三

一
四
）
三
月
十
六
日
に
行
わ
れ
た
金
剛
寺
大
門
供
養
で
禅
恵
自
身
が
笙
を
演

奏
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

（
（
（

。
当
該
法
会
は
、「
無
双
未
曾
有
ノ
法
会
」
と
も

形
容
さ
れ
る
盛
大
な
も
の
で
、
禅
恵
は
笙
の
演
奏
を
担
っ
た
こ
と
を
「
笙
笛

随
一
勤
仕
也
」
と
記
し
て
い
る

（
（
（

。
自
身
奏
楽
に
携
わ
っ
た
禅
恵
は
、
音
楽
に

関
心
を
持
っ
て
い
た
と
推
さ
れ
、
そ
う
し
た
関
心
に
も
と
づ
い
て
本
書
を
書

写
し
た
と
思
わ
れ
る
。
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本
稿
で
と
り
あ
げ
る
「
楽
次
第
」
は
、『
諸
打
物
譜
』
の
Ⅲ
の
箇
所
の
二
七

丁
表
～
二
九
丁
裏
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
一　

順
次
往
生
楽
次
第
」
と
一
つ
書

き
で
表
題
が
記
さ
れ
、
項
目
の
末
尾
に
は
次
の
識
語
が
見
ら
れ
る
。

文
永
二
年
〈
甲
午
〉
十
二
月
十
五
日
、
延
暦
寺
沙
門
真
源
記
之
。

於
東
院
南
塔
勝
陽
草
庵
、
草
集
之
了
。

こ
れ
に
よ
る
と
、「
楽
次
第
」
は
、「
延
暦
寺
沙
門
真
源
」
が
文
永
二
年
（
一

二
六
五
）
十
二
月
十
五
日
に
、
住
坊
で
あ
る
「
東
院
南
塔
勝
陽
草
庵
」
で
「
草

集
」
し
た
も
の
と
い
う
。
こ
の
「
真
源
」
は
、『
僧
綱
補
任
』
に
よ
れ
ば
、
長

承
二
年
（
一
一
三
三
）
に
法
橋
に
任
じ
ら
れ
、
保
延
二
年
（
一
一
三
六
）
に

七
三
歳
で
入
滅
し
た
と
い
う
真
源
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
逆
算
す
る
と
康
平
七

年
（
一
〇
六
四
）
生
ま
れ
と
な
る

（
（
（

。『
中
右
記
』
な
ど
か
ら
は
、
真
源
が
最

勝
講
や
法
成
寺
八
講
、
法
勝
寺
金
泥
一
切
経
供
養
な
ど
種
々
の
法
会
に
参
加

し
た
学
侶
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

（
（
（

。
康
平
七
年
生
ま
れ
と
す
る
と
、
後

掲
す
る
目
録
に
記
さ
れ
る
年
紀
の
永
久
二
年
（
一
一
一
四
）
に
は
、
真
源
は

五
一
歳
で
あ
っ
た
。

真
源
は
、
鎌
倉
期
の
『
浄
土
依
憑
経
律
論
章
疏
目
録
』（
以
下
『
長
西
録
』）

に
、

順
次
往
生
講
式　

一
巻　

真
源
永
久
二
年
〈
甲
午
〉
十
二
月
十
五
日

（
（1
（

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
順
次
講
式
』
の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

諸
目
録
に
は
、
ほ
か
に
『
往
生
要
集
裏
書
』『
往
生
要
集
依
憑
記
』『
自
行
念

仏
私
記
』『
私
用
心
』（
以
上
『
長
西
録
』）、『
四
十
八
願
釈
』（『
仏
典
疏
鈔
目

録
（
（1
（

』）、『
伝
教
大
師
五
十
徳
文
』（『
本
朝
台
祖
撰
述
密
部
書
目

（
（1
（

』）、『
破
邪

弁
正
記
』（『
諸
宗
章
疏
録

（
（1
（

』）
が
真
源
の
著
作
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る

（
（1
（

。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
楽
次
第
」
の
識
語
に
み
え
る
「
文
永
二
年

〈
甲
午
〉
十
二
月
十
五
日
」
と
の
関
連
で
あ
る
。
真
源
は
文
永
二
年
（
干
支
は

乙
丑
）に
は
す
で
に
没
し
て
い
る
の
で
、
識
語
に
い
う「
文
永
二
年〈
甲
午
〉」

は
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
年
号
及
び
干
支
は
、
真
源
に
仮
託

し
た
後
人
の
誤
り
か
と
も
推
測
さ
れ
る
。

識
語
の
干
支
に
つ
い
て
み
る
と
、
真
源
生
存
時
の
干
支
が
「
甲
午
」
な
の

は
永
久
二
年
の
み
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
の
識
語
は
、
本
来
は
真
源
生
存
時

の
「
永
久
二
年
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
識
語
と

『
長
西
録
』掲
出
の
年
紀
と
を
比
較
す
る
と
、
元
号
が
異
な
る
の
み
で
、
識
語

の
「
文
永
」
が
「
永
久
」
で
あ
れ
ば
、
両
者
は
年
月
日
、
干
支
と
も
に
一
致

す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
楽
次
第
」
の
識
語
は
、
も
と
も
と
「
永
久
」

と
あ
っ
た
も
の
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
「
文
永
」
と
誤
ら
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、「
東
院
南
塔
勝
陽
草
庵
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
諸
目
録
に
は
、
以

下
に
傍
線
を
付
し
た
よ
う
に
、

同
（
筆
者
注
：
往
生
要
、
以
下
同
様
）
集
裏
書　

一
巻　

真
源
〈
証
揚
律
師
／

山
僧

（
（1
（

〉

伝
教
大
師
五
十
徳
文　

勝
陽
房
真
源
造
。
破
ヽ
ヽ
ヽ
（
邪
弁
正
記
）
上

ノ
五
云
是
載
二
別
巻
一

（
（1
（

松
養
坊
真
源　

破
邪
弁
正
記
二
巻　
〈
恵
什
疑
二
伝
教
血
脈
一
／
真
源

救
二
彼
難
一

（
（1
（

〉

と
あ
り
、『
阿
娑
縛
抄
明
匠
等
略
伝
』
に
も
、「
真
源
〈
勝
陽
房
阿
闍
梨

（
（1
（

〉」

と
記
さ
れ
て
い
る
。

26



ま
た
、『
日
吉
山
王
利
生
記
』
第
七
に
は
、
真
源
が
夢
の
中
で
、
亡
く
な
っ

た
師
の
厳
算
と
出
会
い
、
日
吉
山
王
権
現
の
利
生
に
つ
い
て
聞
く
、
と
い
う

話
が
載
る
が
、
そ
こ
で
真
源
は
、「
叡
山
東
塔
の
南
谷
に
勝
陽
房
法
橋
真
源
と

い
ふ
碩
学
あ
り
け
り

（
（1
（

」
と
叙
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
真
源
は
「
勝
陽

房
」「
松
養
坊
」
あ
る
い
は
「
証
揚
律
師
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。「

勝
陽
坊
」
に
つ
い
て
は
、『
山
門
堂
社
由
緒
記
』
巻
一
「
東
塔　

南
谷
」
に
、

勝
陽
坊
〈
法
橋
真
源
之
坊

（
（2
（

〉

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
真
源
の
住
坊
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
勝

陽
坊
は
、
文
永
十
年
（
一
二
七
三
）
に
火
災
で
焼
失
し
て
い
る
が

（
（2
（

、
少
な
く

と
も
そ
の
時
点
ま
で
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
勝
陽

坊
は
「
東
塔
南
谷
」
に
存
し
た
の
で
、「
東
院
南
塔
」
と
す
る
識
語
の
記
述
に

は
疑
問
が
残
る
。

識
語
に
見
え
る
「
草
集
」
し
た
と
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
醍
醐
寺
本
『
図

像
抄
』
に
、

保
延
五
年
秋
比
、
奉
為
上
皇
、
草
集
之
。　

前
権
少
僧
都
永
厳

（
（2
（

と
あ
っ
て
、
真
源
と
同
時
期
の
保
延
五
年
（
一
一
三
九
）
の
識
語
に
「
楽
次

第
」
と
同
表
現
が
見
ら
れ
る
。

「
楽
次
第
」
の
識
語
で
、
年
紀
を
「
文
永
二
年
」
と
し
、
住
坊
の
場
所
を

「
東
院
南
塔
」と
す
る
な
ど
は
、
転
写
を
重
ね
た
末
に
生
じ
た
誤
写
と
は
考
え

に
く
い
。
一
方
で
、
元
号
以
外
の
干
支
、
年
月
日
が
『
長
西
録
』
に
作
者
名

「
真
源
」と
と
も
に
記
さ
れ
る
年
紀
と
一
致
し
、
ま
た
真
源
の
住
坊
名
を
明
記

し
て
い
る
点
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
識
語
を
後
人
の
仮
託
と
し
て

斥
け
る
の
は
躊
躇
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
こ
の
識
語
が
も
と
も
と
「
楽
次
第
」
に
存
し
た
も
の
か
、
後

人
の
仮
託
に
よ
る
も
の
か
と
の
判
断
は
い
っ
た
ん
措
き
、
の
ち
に
改
め
て
検

討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

二　
「
順
次
往
生
楽
次
第
」
と
『
順
次
往
生
講
式
』

本
節
で
は
、「
楽
次
第
」
と
『
順
次
講
式
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
加

え
る
。

ま
ず
、『
順
次
講
式
』
に
つ
い
て
述
べ
る

（
（2
（

。『
順
次
講
式
』
は
、「
述
意
門
・

正
脩
門
・
廻
向
門
」
の
三
門
に
分
か
れ
、
そ
の
趣
旨
は
「
述
意
門
」
の
冒
頭

部
分
に
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

次
読
式
文　

凡
有
三
門　

先
述
意
門

敬
白
、
極
楽
化
主
、
弥
陀
如
来
、
観
音
勢
至
、
海
会

ノ
諸
衆
、
乃
至
法

界
ノ

一
切

ノ
三
宝

ニ
而
言

、（
中
略
）

是
以
、
為
三
欲

カ
二
結

テ
出
離

ノ
妙
因

ヲ
、
永

ク
別

レ
輪
廻

ノ
故
郷

ヲ
、
種

テ
往

生
ノ

善
根

ヲ
、
早

ク
到

ラ
ム
ト

安
楽

ノ
仏
土

ニ
、
依

テ
弥
陀

ノ
四
十
八
願

ニ
、
至

シ

讃
歎
礼
拝
之
誠
、
寄

テ
観
経

ノ
十
六
想
観

ニ
、
運

ム
発
心
脩
行
之
志

ヲ
。
但

今
所

ハ
勤
脩

ス
ル

、
稍
異

ナ
リ

常
ノ

儀
ニ

。
非

ス
啻タ

ヽ
礼
讃
称
念

ノ
ミ
ニ

、
兼

テ
ハ

以
ス

妓
楽
歌
詠

ヲ
（
（2
（

。（
下
略
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
講
式
の
趣
旨
は
、『
無
量
寿
経
』
の
阿
弥
陀
の
四
十
八
願

と
、『
観
無
量
寿
経
』
の
十
六
想
観
に
基
づ
い
て
極
楽
往
生
を
願
う
こ
と
に
あ

り
、
仏
を
礼
賛
し
御
名
を
称
え
礼
賛
す
る
の
み
に
あ
ら
ず
、「
妓
楽
歌
詠
」
を

も
っ
て
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。
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本
講
式
は
、
右
に
い
う
「
妓
楽
歌
詠
」
を
と
も
な
う
こ
と
が
大
き
な
特
徴

で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
次
に
「
正
脩
門
」
第
一
段
の
式
文
・
伽
陀
の
後

に
奏
さ
れ
る
も
の
を
挙
げ
る
。

次　

音
楽　

万
歳
楽　
拍
子
廿

以
利

一
彼
爾

一
与
世

一
天
所

一
美
多
遠

一
於
毛
不

一
美
川
爾

一
古

一々
呂
乃

一

須
美

一
川

一々
瑠
利
乃

一
地
所

一
古
比

一
之
幾

一
（
下
略
）

（
い
り
ひ
に
よ
せ
て
ぞ　

み
だ
を
お
も
ふ　

み
づ
に
こ
ゝ
ろ
の
す
み
つ
　ゝ

る
り
の

地
ぞ
こ
ひ
し
き
）

次　

催
馬
楽　

准
青
柳
音

古
久
良
久
波
仁
左
宇
観
仁
与
世
天
也
於
毛
辺
所
乃
加
左
利
免
天
多
美
川

遠
美
天
留
利
乃
地
仁
於
毛
比
遠
加
介
与
不
加
幾
也
久
安
利
也

（
ご
く
ら
く
は　

に
さ
う
観
に
よ
せ
て
や
お
も
へ　

そ
の
か
ざ
り　

め
で
た　

み
づ

を
み
て　

る
り
の
地
に　

お
も
ひ
を
か
け
よ　

ふ
か
き
や
く
あ
り
や
）

こ
こ
で
は
、「
音
楽
」
と
し
て
雅
楽
の
「
万
歳
楽
」
の
旋
律
に
の
せ
た
歌
詠

が
な
さ
れ
、
続
い
て
「
准
青
柳
音
」
と
し
て
、
催
馬
楽
「
青
柳
」
の
歌
詞
を

か
え
た
も
の
が
歌
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
楽
の
こ
え
・
ふ
し
を
、
人
の
声
で

歌
唱
す
る
「
声
歌
」
で
あ
る

（
（2
（

。『
順
次
講
式
』
で
の
声
歌
は
万
葉
仮
名
で
表

記
さ
れ
、
そ
の
内
容
は
、
多
く
は
極
楽
往
生
へ
の
願
い
や
阿
弥
陀
へ
の
帰
依

を
表
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
声
歌
が
万
葉
仮
名
で
記
さ

れ
る
の
は
、『
順
次
講
式
』
の
声
歌
の
も
と
と
な
っ
た
「
催
馬
楽
」
が
万
葉
仮

名
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

伝
本
と
し
て
は
、
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
書
写
の
知
恩
院
蔵
本

（
（2
（

、
嘉
永

七
年
（
一
八
五
四
）
写
『
魚
山
叢
書
』
所
収
本
、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）

写
多
紀
道
忍
氏
旧
蔵
本

（
（2
（

、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
跋
無
刊
記
版
本

（
（2
（

が
知

ら
れ
る
。

「
音
楽
」
部
分
の
声
歌
を
記
し
た
も
の
と
し
て
、
大
原
来
迎
院
蔵
『
極
楽
声

歌
』（
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
に
円
珠
が
写
し
た
も
の
を
、
康
正
二
年
（
一

四
五
六
）
良
秀
書
写

（
（2
（

）、
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
蔵
『
楽
邦
歌
詠
』（
南
北
朝

期
写

（
（3
（

）、『
魚
山
叢
書
』
所
収
『
極
楽
声
歌

（
（3
（

』
が
あ
る
。
ま
た
、
鎌
倉
時
代

初
期
の
琵
琶
の
名
手
藤
原
孝
道
著
『
知
国
秘
抄
』（
安
貞
三
年
（
一
二
二
九
）

成
立
）
に
、「
倍
臚
・
甘
州
・
廻
忽
・
皇
麞
急
・
三
台
急
・
郎
君
子
・
蘇
合

急
・
五
常
楽
急

（
（3
（

」
の
八
曲
の
声
歌
が
あ
る
。「
催
馬
楽
」
部
分
の
声
歌
を
記

し
た
も
の
に
は
、
金
沢
文
庫
蔵
『
西
方
楽
』（
堯
観
手
沢
本

（
（3
（

）
が
あ
る
。

次
に
、『
順
次
講
式
』
と
「
楽
次
第
」
の
関
係
を
考
え
る
た
め
に
、
両
者
の

簡
略
な
構
成
を
あ
げ
る
（
ａ
～
ｃ
、
ア
～
ウ
は
そ
こ
に
注
記
が
あ
る
こ
と
を

示
す
）。

・『
順
次
講
式
』

先
荘
厳
道
場　

次
諸
衆
集
会

次
惣
礼
頌
ａ

次
導
師
座　

次
唄　

散
華　

梵
音　

錫
杖
ｂ

次
読
式
文　

凡
有
三
門　

先
述
意
門　
（
以
下
に
式
文
、
伽
陀
）

　

次
音
楽　

想
仏
恋　

往
生
急

次
正
脩
門　

第
一
～
第
九

　
　
　
（
式
文
と
伽
陀
、
各
段
に
「
次
音
楽
」「
次
催
馬
楽
」）

後
廻
向
門

　

次
音
楽　

蘇
合
急
ｃ
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次
略
神
分　

次
少
祈
願　

次
六
種　

次
廻
向

・「
楽
次
第
」

一　

順
次
往
生
楽
次
第
ア

　

慶
雲
楽

次
惣
礼

次
導
師
着
座　

次
唄　

散
花　

梵
音　

錫
杖
イ

次
読
式
文　

伽
陀

次
音
楽　

想
夫
恋

次
表
白　

想
夫
恋　

皇
麞

　

第
一
段
～
第
九
段

　
　

�（
段
数
に
続
い
て
雅
楽
と
催
馬
楽
の
曲
名
、
つ
い
で
雅
楽
曲
の
由

来
を
記
す
）

廻
向
段　

蘇
合
急
ウ

次
略
神
分　

少
祈
願　

次
六
種　

廻
向

両
者
を
比
較
す
る
と
、『
順
次
講
式
』
は
「
道
場
荘
厳
」
か
ら
始
ま
り
、「
楽

次
第
」
で
は
「
慶
雲
楽
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
な
ど
、
冒
頭
部
分
が
異
な
っ

て
お
り
、「
楽
次
第
」
に
は
『
順
次
講
式
』
に
あ
る
「
述
意
門
・
正
脩
門
・
廻

向
門
」
の
う
ち
、「
廻
向
門
」
に
相
当
す
る
「
廻
向
段
」
し
か
な
い
な
ど
の
相

違
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、「
惣
礼
」「
導
師
着
座
」「
唄
・
散
華
・
梵
音
・
錫

杖
」
の
四
箇
法
用
、「
式
文
」（
第
一
段
～
第
九
段
）「
廻
向
」
と
い
う
進
行
は

お
お
よ
そ
同
じ
で
あ
る
と
み
な
せ
よ
う
。

こ
こ
で
、
両
者
で
の
注
記
に
着
目
す
る
。「
楽
次
第
」
の
ア
～
ウ
の
箇
所
に

は
、
以
下
の
よ
う
な
注
記
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ア　

可
調
平
調
。

イ　

�

次
如
前
可
調
平
調
。
是
則
法
用
之
間
、
調
子
之
音
声
少
許
違
乱
故

也
。

ウ　

但
可
渡
平
調
。

『
順
次
講
式
』
に
も
、
次
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
同
様
の
注
記
が
存
す
る
。

ａ　

可
調
平
調
。

ｂ　

�

次
如
前
可
調
平
調
。
是
則
法
用
之
間
、
調
子
之
音
声
少
許
違
乱
故

也
。

ｃ　

但
可
渡
平
調
。

こ
れ
を
見
る
と
、
ア
～
ウ
、
ａ
～
ｃ
は
、
文
言
ま
で
す
べ
て
一
致
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
両
者
に
直
接
関
係
の
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
両
者
を

比
較
す
る
と
、「
楽
次
第
」
ア
と
『
順
次
講
式
』
ａ
は
、
記
さ
れ
て
い
る
位
置

が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
順
次
講
式
』
で
は
、「
惣
礼
頌
」
の
あ

と
に
ａ
「
可
調
平
調
」
と
記
し
、「
惣
礼
」
で
唱
え
ら
れ
る
句
を
「
平
調
」
に

す
べ
き
、
と
指
示
し
て
い
る
。
そ
れ
を
承
け
て
ｂ
で
は「
次
如
前
可
調
平
調
」

と
、「
四
箇
法
用
」
で
も
「
惣
礼
」
と
同
様
に
「
平
調
」
で
演
奏
す
べ
し
、
と

示
さ
れ
て
い
る
。

「
楽
次
第
」
の
場
合
、
ア
は
「
順
次
往
生
楽
次
第　
可
調
平
調
」
と
、
タ
イ

ト
ル
に
続
い
て
配
さ
れ
、「
楽
次
第
」
全
体
を
統
括
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し

て
い
る
。
イ
の
注
記
は
、『
順
次
講
式
』
と
同
様
、「
四
箇
法
用
」
の
箇
所
に

記
さ
れ
て
い
る
が
、「
如
前
可
調
平
調
」
の
「
前
」
に
対
応
す
る
表
現
が
本
文

上
に
は
存
在
せ
ず
、「
如
前
」
が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
明
確
で
は
な
い
。

「
前
」
に
あ
た
る
の
は
『
順
次
講
式
』ａ
に
対
応
す
る
ア
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
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「
楽
次
第
」
冒
頭
に
あ
る
た
め
、
本
文
中
で
は
イ
の
「
前
」
に
あ
た
る
も
の
が

な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
も
と
も
と
「
惣
礼
」
に
関

す
る
注
記
で
あ
っ
た
ア
を
冒
頭
に
移
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
イ
の「
如
前
」

の
「
前
」
に
あ
た
る
部
分
が
、
本
文
上
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、『
順
次
講
式
』
の
方
が
本
来
の
形
で
あ
り
、

「
楽
次
第
」
は
、『
順
次
講
式
』
の
記
述
を
も
と
に
し
な
が
ら
も
、
講
式
に
存

し
た
注
記
の
場
所
な
ど
を
移
動
し
た
も
の
と
み
な
せ
よ
う
。

続
い
て
、
両
者
で
相
違
の
み
ら
れ
る
冒
頭
部
分
の
構
成
を
、
一
部
本
文
を

引
き
つ
つ
掲
出
す
る
。

・『
順
次
講
式
』

先
荘
厳
道
場　

次
諸
衆
集
会

次
惣
礼
頌

次
導
師
座　

次
唄　

散
華　

梵
音　

錫
杖

次
読
式
文　

凡
有
三
門　

先
述
意
門

次
音
楽　

想
仏
恋
拍
子
十

　
　
　
　

往
生
急

・「
楽
次
第
」

慶
雲
楽
〈
拍
子
十
〉
大
国
楽
也
。（
中
略
）

弥
陀
保
土

一
介
乃

一
知
加
比

一
多
乃

一
毛
之
美
奈

一
比
土

一
古
乃

一
。

次
惣
礼

次
導
師
着
座　

次
唄
散
花　

梵
音　

錫
杖

次
読
式
文　

伽
陀

次
音
楽　

想
夫
恋
拍
子
十
急

次
表
白　

想
夫
恋　

記
云
、
昔
唐
土

ニ
有
一
女
人
、
号
無
比
女
。（
中
略
）

　
　
　
　

皇
麞
者　

記
云
、
大
国
楽
也
。
音
生
公

ノ
所
作
也
。（
下
略
）

こ
れ
を
見
る
と
、「
楽
次
第
」
で
は
、『
順
次
講
式
』
で
の
道
場
の
荘
厳
や

式
衆
・
導
師
の
入
場
が
な
く
、「
惣
礼
」
に
さ
き
だ
っ
て
「
慶
雲
楽
」
が
記
さ

れ
て
お
り
、
音
楽
に
か
か
わ
る
部
分
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
式
文
が
読
ま
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
の
構
成
は
同
じ
で
あ
る
。

『
順
次
講
式
』
の
式
文
の
箇
所
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

次
読
式
文　

凡
有
三
門　

先
述
意
門

敬
白
、
極
楽
化
主
弥
陀
如
来
、
観
音
勢
至
、
海
会

ノ
諸
衆
、
乃
至
法
界

ノ

一
切

ノ
三
宝

ニ
而
言

、
夫
以

ハ
、
三
有

ノ
苦
海

ハ
厭

モ
而
深

ク
可

シ
厭

フ
。（
中
略
）

講
会
之
趣

キ
、
蓋

シ
以

テ
在

リ
茲

ニ
。
為

ニ
仰

カ
弥
陀

ノ
照
見

ヲ
、
先

ツ
行

ヘ
シ

讃

歎
礼
拝

ヲ
。

頌
曰
、

　

稽
首
天
人
所
恭
敬　

阿
弥
陀
仙
両
足
尊

　

在
彼
微
妙
安
楽
国　

無
量
仏
子
衆
囲
遶

　
　

南
無
極
楽
化
主
弥
陀
如
来
三
返

式
文
で
は
、
ま
ず
「
凡
有
三
門
」
と
し
て
講
式
が
「
三
門
」
か
ら
な
る
こ

と
を
述
べ
、
次
に
「
先
述
意
門
」
と
し
て
、
傍
線
を
付
し
た
よ
う
に
、「
敬
白

…
…
」
で
始
ま
り
、
末
尾
を
「
講
会
之
趣

キ
…
…
」
で
終
え
る
い
わ
ゆ
る
「
表

白
」
が
読
ま
れ
る
。
続
い
て
「
頌
曰
」
と
し
て
伽
陀
が
唱
え
ら
れ
、
そ
の
次

に
「
音
楽
」
と
し
て
「
想
仏
恋
」
と
「
往
生
急
」
が
奏
さ
れ
る
。「
相
仏
恋
」

「
往
生
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
雅
楽
の
曲
名
「
想
夫
恋
」「
皇
麞
」
を
仏
や
極
楽
に
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関
す
る
表
記
に
変
え
た
も
の
で
あ
り
、「
楽
次
第
」
で
は
、
雅
楽
曲
の
表
記
に

な
っ
て
い
る
。

「
楽
次
第
」
で
は
、「
次
読
式
文　

伽
陀
」
と
し
、
次
に
「
次
音
楽　

想
夫

恋
」
と
い
っ
た
ん
記
し
た
あ
と
に
、「
次
表
白　

想
夫
恋
」
と
し
て
「
表
白
」

を
あ
げ
、
も
う
一
度
「
想
夫
恋
」
と
い
う
曲
名
を
書
い
て
曲
の
由
来
、
続
い

て
「
皇
麞
」
の
由
来
も
述
べ
る
。

「
楽
次
第
」
に
い
う
「
式
文
」
が
前
掲
の
『
順
次
講
式
』
の
式
文
と
同
じ
も

の
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、「
楽
次
第
」
で
は
、
こ
の
後
に
も
「
表
白
」

と
あ
る
の
で
、「
表
白
」
に
あ
た
る
も
の
を
二
度
読
む
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
。
ま
た
、「
楽
次
第
」
で
は
「
想
夫
恋
」
と
い
う
曲
名
が
、「
音
楽
」
と
「
表

白
」
の
二
箇
所
に
存
在
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
楽
次
第
」
の
「
次
読
式
文
」
以
下
に
は
混
乱
が
見
ら
れ
る

が
、
こ
れ
は
声
歌
「
想
夫
恋
」「
皇
麞
」
の
二
曲
に
対
す
る
認
識
と
関
わ
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

「
楽
次
第
」
の
形
で
は
、「
表
白
」
の
後
に
こ
の
二
曲
が
配
さ
れ
て
お
り
、

「
表
白
」
と
の
関
連
が
明
確
で
あ
る
。
大
原
来
迎
院
蔵
『
極
楽
声
歌
』
の
「
想

仏
恋
」「
往
生
急
」
に
「
表
白
段
」
と
の
注
記
が
あ
り

（
（3
（

、
こ
の
両
曲
は
「
表

白
」
の
箇
所
で
奏
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

「
楽
次
第
」
が
『
順
次
講
式
』
を
参
看
し
つ
つ
も
、
式
文
内
に
含
ま
れ
て
い

る
「
表
白
」
を
、
あ
え
て
「
次
表
白
」
と
次
第
上
で
立
項
し
た
と
推
量
す
る

と
、
そ
れ
は
「
想
夫
恋
」「
皇
麞
」
が
「
表
白
」
に
属
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

具
体
的
な
経
緯
は
、
以
下
の
よ
う
に
推
測
で
き
る
。『
順
次
講
式
』
に
基
づ

い
て
講
式
の
次
第
を
叙
し
て
い
く
途
上
、「
次
読
式
文　

伽
陀
」「
次
音
楽　

想
夫
恋
」ま
で
記
し
た
段
階
で「
表
白
」の
項
目
が
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
新

し
く
「
次
表
白
」
と
項
目
を
立
て
、
そ
こ
に
「
表
白
」
の
後
に
存
す
べ
き
声

歌
「
想
夫
恋
」「
皇
麞
」
二
曲
を
挙
げ
た
。
そ
の
結
果
、「
式
文
」
の
内
容
と

重
な
る
「
表
白
」
が
次
第
の
中
に
存
在
し
、「
想
夫
恋
」
が
二
箇
所
に
記
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

右
は
、
あ
く
ま
で
「
楽
次
第
」
が
『
順
次
講
式
』
の
叙
述
を
変
更
し
た
と

判
断
し
た
う
え
で
の
想
定
で
あ
る
が
、「
楽
次
第
」
の
拠
っ
た
も
の
の
段
階
で

す
で
に
混
乱
が
生
じ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
た
だ
し
、
講
式
に
お
い
て
は
、

『
順
次
講
式
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
式
文
の
冒
頭
部
分
で
「
表
白
」
が
述
べ

ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、「
楽
次
第
」
の
よ
う
に
、「
式
文
」
と
「
伽
陀
」
を
奏

し
て
か
ら
「
表
白
」
を
述
べ
る
、
と
い
う
形
は
、
管
見
に
は
及
ば
な
い
。

「
楽
次
第
」
冒
頭
の
「
慶
雲
楽
」
は
『
順
次
講
式
』
に
見
ら
れ
な
い
が
、
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
後
に
ふ
れ
る
こ
と
と
す
る
。

両
者
の
声
歌
の
部
分
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
お
く
。
両
者
の
声
歌
を
一
覧

す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

	

順
次
講
式	

楽
次
第

惣
礼		



―
―		



慶
雲
楽

述
意
門		



音
楽　

想
仏
恋		



想
夫
恋

		


　
　
　

往
生
急		



皇
麞

正
脩
門　

第
一
段	

音
楽　

万
歳
楽		



万
歳
楽

		


催
馬
楽　

青
柳		



青
柳
音

　
　
　
　

第
二
段	

音
楽　

倍
廬		



倍
廬
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催
馬
楽　

伊
勢
海		



伊
勢
海
音

　
　
　
　

第
三
段	

音
楽　

大
平
楽
破		



太
平
楽
破

		


催
馬
楽　

浅
水		



浅
水
音

　
　
　
　

第
四
段	

音
楽　

三
台
破　

急		


―　
　

三
台
急

		


催
馬
楽　

何
為		



何
為

　
　
　
　

第
五
段	
音
楽　

裹
頭
楽		



裹
頭
楽

		


催
馬
楽　

庭
生		



―

　
　
　
　

第
六
段	

音
楽　

甘
州		



甘
州

		


催
馬
楽　

走
井		



走
井

　
　
　
　

第
七
段	

音
楽　

郎
君
子		



郎
君
子

		


催
馬
楽　

更
衣		



更
衣

　
　
　
　

第
八
段	

音
楽　

廻
忽		


廻
忽

		


催
馬
楽　

飛
鳥
井		

飛
鳥
井

　
　
　
　

第
九
段	

音
楽　

五
聖
楽
破		


五
常
楽
破

		


催
馬
楽　

道
口		



道
口

廻
向
門		



音
楽　

蘇
合
急		



蘇
合
急

�

（
―
―
は
、
対
応
す
る
曲
が
な
い
こ
と
を
示
す
）

こ
れ
を
見
る
と
、『
順
次
講
式
』
に
は
「
楽
次
第
」
冒
頭
の
「
慶
雲
楽
」
が

な
く
、「
楽
次
第
」
に
は
、『
順
次
講
式
』「
正
脩
門
」
第
四
段
の
「
三
台
破
」

及
び
第
五
段
の
催
馬
楽
が
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
第
四
段
「
三
台
破
」
に
つ

い
て
は
、『
順
次
講
式
』
の
「
三
台
破
」
の
箇
所
に
「
但
於
破
不
可
一
定
。
随

時
用
之
」
と
の
注
記
が
あ
る
。
こ
の
注
記
に
し
た
が
い
、「
楽
次
第
」
で
は
常

に
演
奏
す
る
わ
け
で
は
な
い
「
三
台
破
」
曲
は
除
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
第

五
段
の
催
馬
楽
曲
が
「
楽
次
第
」
に
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

以
上
、
本
節
で
は
、「
楽
次
第
」
が
『
順
次
講
式
』
に
基
づ
い
て
記
さ
れ
た

こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
う
え
で
、「
楽
次
第
」
が
基
本
的
に
は
『
順
次
講
式
』

に
拠
り
つ
つ
も
、
注
記
を
移
動
し
た
り
、
記
述
を
省
略
し
た
り
と
い
っ
た
変

更
を
加
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

三　
「
楽
次
第
」
の
楽
曲
の
由
来

雅
楽
で
演
奏
さ
れ
る
楽
曲
の
由
来
は
、
院
政
期
の
『
龍
鳴
抄
』（
大
神
基

政
、
長
承
二
年
（
一
一
三
三
））、
鎌
倉
時
代
中
期
の
『
教
訓
抄
』（
狛
近
真
、

天
福
元
年
（
一
二
三
三
）
頃
）
な
ど
の
楽
書
や
、
平
安
時
代
末
に
妙
音
院
藤

原
師
長
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
琵
琶
の
楽
譜『
三
五
要
録
』、
同
じ
く
箏
の
楽
譜

『
仁
智
要
録
』
な
ど
の
楽
譜
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。「
楽
次
第
」
に
記
さ
れ
る

楽
曲
の
由
来
と
、
他
の
楽
書
類
の
記
述
を
比
較
す
る
と
、
以
下
に
あ
げ
た
よ

う
に
、『
愚
聞
記
』（
釈
顕
達
撰
、
文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
以
後
成
立
。
箏

に
関
す
る
楽
書
）
や
天
理
図
書
館
蔵
金
沢
文
庫
旧
蔵
『
音
楽
根
源
鈔
』（
明
忍

坊
劔
阿
（
一
二
六
一
―
一
三
三
八
）
書
写
）
に
ほ
ぼ
同
じ
記
述
を
見
出
せ
る
。

・「
楽
次
第
」
第
五
段

裹
頭
楽

ト
者
、
記
云
、
大
国
法
、
払
蛾賦
之
時
、
頭

ヲ
ス
キ
モ
ノ
ニ
テ
裹
、
払

之
。
仍
為
名
。
羅
綾
、
或
以
綿
裹
花
、
或
以
鉄
甲
裹
頭
。
故
名
裹
頭
一
也
。

大
国

ニ
ハ

百
年

ニ
一
度
、
金
沙
国

ニ
大
蛾賦
数
千
万
来

テ
、
害
損
人

ヲ
一
也
。
其

時
奏
此
曲

ヲ
一
、
彼
蛾賦
皆
死
ト
云
々
。

・『
愚
聞
記
』
上

一
、
裹
頭
楽
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大
国

ニ
蜂
ヲ
払
時
、
頭
ヲ
ス
キ
布
ニ
テ
裹
テ
払
云
々
、
仍
為
名
歟
、
大

国
ニ
、
百
年
ニ
一
度
、
金
沙
国
ヨ
リ
蛾
来
テ
損
害
人
一
、
其
時
奏
此
曲

之
時
、
蛾賦
皆
死
云
々

（
（3
（

。

・『
音
楽
根
源
鈔
』
裹
頭
楽

大
唐
楽
也
、
大
国

ニ
蛾
払
之
時
、
以

①
錦
羅
絹
綾
等
裹
頭
、
払
之
。
此
故

名
裹
頭
楽
。
大
国
有
金
沙
国

ト
云

所
、

②
一
百
歳

ニ
一
度
、
大
蛾
千
万
来
、

害
損
人
一
也
。
其
時
奏
此
楽
一
、
此
蛾
皆
悉
死
矣
。
明
帝
御
作
也

（
（3
（

。

右
の
記
述
か
ら
、
頭
を
包
ん
で
払
う
も
の
が
「
蜂
（
蛾賦
）（

（3
（

」
と
「
蛾
」
の

違
い
が
あ
り
、『
音
楽
根
源
鈔
』
で
は
、
他
の
二
書
が
「
蜂
」
と
す
る
と
こ
ろ

を
「
蛾
」
と
し

（
（3
（

、
傍
線
①
②
の
よ
う
に
他
の
二
書
に
は
な
い
表
現
が
見
ら
れ

る
も
の
の
、
三
者
は
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
と
み
な
せ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
三

者
は
同
一
の
典
拠
に
拠
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（
（3
（

。
こ
の
う
ち
、『
音
楽
根

源
鈔
』
の
み
に
見
ら
れ
る
①
②
の
表
現
に
つ
い
て
は
、「
蛾
」
と
「
蛾賦
」
と
の

相
違
は
あ
る
も
の
の
、
次
の
『
教
訓
抄
』
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ

れ
る

（
（4
（

。

・『
教
訓
抄
』
巻
三
「
裹
頭
楽
」
条

同
記
曰
、
大
国

ノ
法ハ

ウ
、
蛾賦ハ

チ

払ハ
ラ
ヒ

之
時
、
以

①
錦
羅
絹
綾
等
、
裹

テ

頭
カ
シ
ラ
ヲ一

払
之

〈
此
故
、
裹
頭
楽
云
〉。
大
唐

ニ
金キ

ム
御コ

国コ
ク

ト
云
所

ア
リ

。
②

一
百
歳

ニ
一
度
、
大

　

千
万
来

テ
、
害

シ
損

ス
二
人

ヲ
一
也
。
其
時
奏
此
曲
一
、
彼

ノ
蛾賦
皆
悉

ク
死

ス

云
々

（
（4
（

。

こ
れ
と
先
の
三
者
の
内
容
を
比
較
す
る
と
、「
楽
次
第
」『
愚
聞
記
』『
音

楽
根
源
鈔
』
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
波
線
を
付
し
た

「
金
御
国
」
は
、「
楽
次
第
」
及
び
『
愚
聞
記
』『
音
楽
根
源
鈔
』
で
は
「
金
沙

国
」
と
あ
っ
て
相
違
し
て
い
る
。

「
楽
次
第
」
の
楽
曲
由
来
の
典
拠
は
、
前
掲
記
事
冒
頭
に
「
記
云
」
と
あ
り
、

「
同
記
云
」（「
五
常
楽
」
条
）、「
同
日
記
云
」（「
慶
雲
楽
」
条
）
と
も
記
さ
れ

る
よ
う
に
、
何
ら
か
の
書
物
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
楽
次
第
」
と
同
様
の
記
述
を
も
つ
『
教
訓
抄
』
で
も
、「
同
記
曰
」
と
し

て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
楽
次
第
」
の
依
拠
し
た
「
記
」（
ま
た
は
「
日

記
」）
は
、『
教
訓
抄
』
の
典
拠
と
な
っ
た
も
の
と
同
じ
か
と
推
察
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
楽
次
第
」
の
典
拠
と
な
っ
た
「
記
」（
ま

た
は
「
日
記
」）
は
、『
教
訓
抄
』『
愚
聞
記
』
の
成
立
し
た
鎌
倉
時
代
中
期
か

ら
、『
音
楽
根
源
鈔
』
の
書
写
さ
れ
た
鎌
倉
時
代
後
期
頃
に
は
、
楽
曲
の
由
来

を
記
す
書
と
し
て
、
あ
る
程
度
流
布
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

「
楽
次
第
」
の
典
拠
と
目
さ
れ
る
「
記
」
に
は
、
次
に
あ
げ
る
「
楽
次
第
」

第
九
段
「
五
常
楽
」
条
の
よ
う
に
、『
愚
聞
記
』
等
と
は
異
な
る
も
の
に
拠
っ

た
か
と
推
さ
れ
る
内
容
も
記
さ
れ
て
い
る
。

・「
楽
次
第
」
第
九
段

五
常
楽
者
、
記
云
、
大
国
楽
也
。
礼
儀
公
作
之
。
此
楽
音
曲
、
以
仁
義
礼

智
信

ヲ
一
為
宗

ト
一
、
号
五
常
楽

ト
一
。
同
記
云
、（
１
） 序

拍
子
八
、
吹
二
反
一
。
次

（
２ 

） 詠
四
度
。
詠
間
吹
三
度
。（
３
） 破

、
拍
子
十
六
、
可
吹
六
反
一
。（
４
） 急

拍
子

八
、
可
随
舞
。（
５
） 新

楽
、
有
舞
。
詠
、
本
是
三
段
、
有
六
句
。
而
依
近
代
所

用
略
、
注
記
之
。
序
吹
畢
後
、
欲
吹
破
一
之
時
、
舞
人
詠
之
。
嘆
仏
音
而

（
マ
マ
）感

。

（
下
略
）

こ
の
記
事
は
、
文
字
を
囲
ん
だ
よ
う
に
、「
記
云
」「
同
記
云
」
と
し
て
記

さ
れ
て
い
る
が
、
以
下
の
よ
う
に
、『
愚
聞
記
』『
龍
鳴
抄
』『
仁
智
要
録
』
の

蛾賦ハ
チ
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記
事
と
関
連
し
て
い
る
。

・『
愚
聞
記
』
上

一
、
五
常
楽

大
国
楽
也
。
礼
儀
公
作
之
一
、
此
楽
ノ
音
曲
以
仁
義
礼
知
信
一
為
宗

ト
一
、

仍
号
五
常
楽
歟
。

・『
龍
鳴
抄
』
下
「
五
常
楽
」

ま
ひ
調
子
に
い
づ
。
ⅰ

序
、
拍
子
八
。
二
反
す
べ
し
。
ⅲ

破
六
帖
。
拍
子

お
の
〳
〵
十
六
。
は
て
の
き
り
に
三
度
拍
子
あ
ぐ
べ
し
。
ⅳ

急
拍
子
八
。

（
中
略
）
か
ぶ
と
し
た
る
ゑ
い
あ
り
。
序
を
も
ち
ひ
て
す
る
也
。
ⅱ

ゑ
い

よ
た
び
。
そ
の
は
ざ
ま
に
す
こ
し
づ
つ
が
く
を
す
。
三
た
び
な
り
。（
中

略
）
ⅴ

新
楽

（
（4
（

。

・『
仁
智
要
録
』
巻
六　

平
調
曲
「
五
常
楽
」
条

明
暹
横
笛
譜
云
、
五
聖
楽
詠
、
本
是
三
段
、
有
六
句
。
而
依
近
代
所
用

略
、
注
記
之
。
序
吹
了
後
、
欲
吹
破
之
時
、
舞
人
詠
云　

嘆
仏
音
芳
感　

報
恩
志
欲
申　

詠
願
祷
宝
歴　

詠
儛
賀
弘
仁　

天
歓
五
聖
楽
（
下
略
）

ⅴ
新
楽

（
（4
（

。

記
事
冒
頭
の
「
記
云
」
の
箇
所
は
『
愚
聞
記
』、
次
の
「
同
記
云
」
の
傍
線

（
1
）
～
（
5
）
は
『
龍
鳴
抄
』
の
傍
線
ⅰ
～
ⅴ
（
ⅴ
は
『
仁
智
要
録
』
に

も
）、
破
線
部
は
『
仁
智
要
録
』
の
二
重
傍
線
部
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と

が
看
取
さ
れ
る
。『
龍
鳴
抄
』
は
、
笛
の
名
手
で
あ
っ
た
大
神
基
政
（
一
〇
七

九
―
一
一
三
八
）
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
も
の
で
、『
長
西
録
』
に
記
さ
れ
る
年

紀
の
永
久
二
年
（
一
一
一
四
）
か
ら
約
二
〇
年
後
の
長
承
二
年
（
一
一
三
三
）、

真
源
最
晩
年
の
成
立
で
あ
る
。『
仁
智
要
録
』
は
、
妙
音
院
師
長
（
一
一
三
八

―
一
一
九
二
）
撰
の
箏
の
楽
譜
集
成
で
あ
る
。
本
楽
譜
の
成
立
は
不
明
な
が

ら
、「
楽
次
第
」
と
重
な
る
破
線
部
は
、
真
源
と
同
時
代
の
興
福
寺
僧
で
あ
る

「
明
暹
」（
一
〇
五
九
―
一
一
二
三
）
と
い
う
笛
の
名
手

（
（4
（

に
よ
っ
て
編
ま
れ
た

「
明
暹
横
笛
譜
」
に
記
さ
れ
て
い
る
説
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
か
ら
、「
楽
次
第
」
の
拠
っ
た
「
記
」
に
は
、
基
政
や
明
暹

と
い
っ
た
真
源
と
同
時
代
の
人
物
の
楽
説
も
載
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。『
龍
鳴
抄
』
と
『
仁
智
要
録
』
が
「
楽
次
第
」
に
引
か
れ
る
「
記
」
の

典
拠
と
な
っ
た
と
す
れ
ば
、「
記
」
の
成
立
は
両
書
の
成
立
以
降
と
な
る
。
た

だ
し
、「
記
」
が
明
暹
の
楽
説
を
『
仁
智
要
録
』
で
な
く
、「
明
暹
横
笛
譜
」

か
ら
直
接
摂
取
し
た
と
す
れ
ば
、
当
該
楽
譜
の
成
立
以
後
と
な
る
。
こ
れ
ら

を
勘
案
し
て
、「
記
」
の
成
立
は
、
院
政
期
以
降
『
教
訓
抄
』
の
成
立
し
た
鎌

倉
時
代
中
期
頃
ま
で
と
考
え
て
お
き
た
い
。

四　
「
順
次
往
生
楽
次
第
」
の
み
に
存
す
る
も
の

本
節
で
は
、
こ
れ
ま
で
ふ
れ
な
か
っ
た
、
現
存
の
『
順
次
講
式
』
に
は
な

く
、「
楽
次
第
」
に
は
存
在
す
る
声
歌
「
慶
雲
楽
」
と
、
判
断
を
留
保
し
て
い

た
末
尾
の
識
語
部
分
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

ま
ず
、「
慶
雲
楽
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
、
以
下
に
全
文
を
あ
げ

る
。

慶
雲
楽
〈
拍
子
十
〉
大
国
楽
也
。
大
国

ノ
法

ハ
食
事
之
時
奏
此
曲

ヲ
一
。
大

国
ニ
ハ

飲
鬼
食
鬼

ト
云

ニ
モ

有
鬼
、取
用

フ
人
食

ヲ
一
。
又
悩

ス
人

ヲ
一
。
楽
聞
此

楽
音
曲

ヲ
一
後
、鬼
神
去
七
十
里
。
以
此
楽
世
人
於
我
朝

ニ
一
慶
雲
年
中
作

之
。
極
以
垂
害
也
。
慶
雲
年
中

ニ
自
大
国
来
、
以
号
両
鬼
楽

ト
一
。
我
朝
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以
名
慶
雲

ト
一
。
同
日
記
、
新
楽
無
舞
一
。
拍
子
十
、
又
説
、
終
帖
打
三

度
拍
子
。

弥
陀
保
土

一
介
乃

一
知
加
比

一
多
乃

一
毛
之
美
奈

一
比
土

一
古
乃

一
。（
み
だ
ほ

と
け
の　

ち
か
ひ
た
の
も
し　

み
な
ひ
と
こ
の
）
次
、
惣
礼
。

当
該
記
事
で
は
、「
慶
雲
楽
」
の
曲
の
由
来
等
に
つ
い
て
記
し
た
の
ち
、
傍

線
を
付
し
た
よ
う
に
、
声
歌
が
万
葉
仮
名
で
記
さ
れ
て
い
る
。「
楽
次
第
」
で

声
歌
の
歌
詞
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
「
慶
雲
楽
」
の
み
で
あ
る
。

こ
の
歌
詞
は
、『
順
次
講
式
』
の
声
歌
の
楽
譜
で
あ
る
金
沢
文
庫
蔵
『
楽
邦

歌
詠
』
の
「
慶
雲
楽
」
冒
頭
の
傍
線
部
分
と
一
致
し
て
い
る
。

慶惣
礼

雲
楽

ミ
タ
ホ
ト
ケ
ノ
チ
カ
ヒ
タ
ノ
モ
シ
ミ
ナ
ヒ
ト
コ
ノ
ホ
ト
ケ
ニ
ツ
カ
ヘ
ヨ

ヤ
ア
ナ
カ
シ
コ

ア
ワ
レ
ヒ
フ
カ
ク
イ
マ
ス
ミ
タ
ソ
ネ
テ
モ
サ
メ
テ
モ
ヒ
マ
ナ
ク
ネ
ム
シ

テ
ユ
メ
ワ
ス
ル
ナ

（
（4
（

『
楽
邦
歌
詠
』
の
曲
名
部
分
に
「
惣
礼
」
と
の
注
記
が
あ
る
の
で
、
こ
の
声

歌
は
「
惣
礼
」
の
箇
所
で
歌
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、「
惣
礼
」
部

分
に
記
さ
れ
る
「
楽
次
第
」
の
傍
線
部
は
、『
順
次
講
式
』
の
「
惣
礼
」
で
歌

わ
れ
る
声
歌
「
慶
雲
楽
」
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。

『
順
次
講
式
』
の
「
音
楽
」
部
分
の
声
歌
は
、『
楽
邦
歌
詠
』
の
ほ
か
、
大

原
来
迎
院
蔵
『
極
楽
声
歌
』、
藤
原
孝
道
『
知
国
秘
抄
』
に
、「
催
馬
楽
」
は

金
沢
文
庫
蔵
『
西
方
楽
』
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
片
仮
名
表
記

で
あ
り
、
万
葉
仮
名
で
歌
詞
を
記
す
の
は
、
管
見
の
限
り
『
順
次
講
式
』
の

み
で
あ
る
。

次
に
『
順
次
講
式
』
で
の
万
葉
仮
名
の
用
字
を
確
認
す
る
た
め
に
、
一
例

と
し
て
「
想
仏
恋
」
条
を
掲
出
す
る
。

次
音
楽　

想
仏
恋
拍
子
十

和
礼
良

一
比
摩

一
奈
久

一
弥
陀

一
保
土

一
介
所

一
古
比
之
幾

一
古
乃

一
保
土

一

介
遠

一
川
称

一
尓
波

一
之
乃
不

一
（
下
略
）

（
わ
れ
ら　

ひ
ま
な
く　

弥
陀
ほ
と
け
ぞ　

こ
ひ
し
き　

こ
の　

ほ
と
け
を　

つ
ね

に
は　

し
の
ぶ
）

「
楽
次
第
」
の
声
歌
「
慶
雲
楽
」
に
見
ら
れ
る
用
字
に
は
傍
線
を
付
し
た
が
、

「
慶
雲
楽
」
条
の
そ
の
ほ
か
の
用
字
も
、
す
べ
て
『
順
次
講
式
』
中
の
声
歌
に

存
在
す
る
。

こ
う
し
た
状
況
か
ら
す
る
と
、『
順
次
講
式
』
の
歌
詞
と
同
じ
用
字
の
万
葉

仮
名
で
表
記
さ
れ
る
「
楽
次
第
」「
慶
雲
楽
」
の
歌
詞
は
、
も
と
も
と
『
順
次

講
式
』
に
存
在
し
た
も
の
で
、
真
源
自
身
が
記
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推

測
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
以
外
の
声
歌
が
す
べ
て
式
文
の
後
に
記
さ
れ
て

い
る
の
に
対
し
、「
慶
雲
楽
」
が
「
惣
礼
」
の
前
に
配
さ
れ
て
い
る
点
に
は
疑

問
も
残
る
。

こ
こ
で
、「
楽
次
第
」
末
尾
の
識
語
に
つ
い
て
、
い
ま
一
度
検
討
し
て
お
く
。

こ
の
識
語
は
、
真
源
生
存
時
と
年
紀
が
あ
わ
な
い
、
真
源
の
住
坊
の
場
所
を

「
東
院
南
塔
」と
す
る
、
な
ど
の
点
が
不
審
で
あ
る
。
一
方
で
、
こ
の
識
語
は
、

元
号
を
除
い
た
干
支
・
年
月
日
が
『
長
西
録
』
に
記
さ
れ
る
年
紀
と
一
致
し
、

ま
た
真
源
の
住
坊
「
勝
陽
坊
」
を
明
記
す
る
点
に
は
留
目
す
べ
き
で
あ
る
。

「
楽
次
第
」
の
声
歌
「
慶
雲
楽
」
の
歌
詞
が
真
源
自
身
の
も
の
と
推
定
で
き
る

の
な
ら
ば
、
末
尾
に
記
さ
れ
た
識
語
も
、
不
審
な
点
は
存
す
る
も
の
の
、
後
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人
が
付
し
た
の
で
は
な
く
、
真
源
自
身
の
手
に
よ
っ
て
『
順
次
講
式
』
に
記

さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
。
こ
の
識
語
が
『
順
次
講

式
』
に
存
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
『
順
次

講
式
』
が
真
源
作
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。

元
号
や
住
坊
の
場
所
に
錯
誤
が
生
じ
た
理
由
は
不
明
な
が
ら
、『
順
次
講

式
』
が
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
平
安
時
代
後
期
か
ら
、
約
二
〇
〇
年
後
の
南

北
朝
期
に
禅
恵
の
も
と
に
も
た
ら
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
「
楽
次
第
」
の
よ
う

な
形
の
識
語
に
な
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

識
語
に
見
え
る
「
草
集
」
し
た
と
の
表
現
か
ら
は
、「
楽
次
第
」
の
拠
っ
た

『
順
次
講
式
』が
草
稿
的
な
も
の
で
、
講
式
と
し
て
完
成
さ
せ
る
べ
く
推
敲
を

重
ね
て
い
る
段
階
の
も
の
で
あ
っ
た
と
の
推
測
が
可
能
で
あ
る
。

で
は
、「
楽
次
第
」
の
拠
っ
た
『
順
次
講
式
』
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、「
楽
次
第
」
は
、『
順

次
講
式
』
の
注
記
を
本
来
の
場
所
か
ら
移
し
た
た
め
に
、
意
味
の
通
り
に
く

く
な
っ
た
箇
所
が
あ
り
、
ま
た
第
三
段
「
三
台
破
」
の
注
記
に
し
た
が
い
、

「
楽
次
第
」
に
は
曲
目
を
記
さ
な
い
、
な
ど
の
点
か
ら
、
現
存
本
『
順
次
講

式
』
を
も
と
と
し
て
記
述
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
と
、
真
源
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
み
な
せ
る
冒
頭
の「
慶
雲
楽
」

の
歌
詞
や
、
彼
自
身
の
手
に
な
る
と
推
さ
れ
る
識
語
が
、
現
存
本
『
順
次
講

式
』
に
な
く
「
楽
次
第
」
の
み
に
存
す
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、「
楽
次
第
」

が
拠
っ
た
の
は
、
現
存
本
に
「
慶
雲
楽
」
と
、
真
源
自
身
に
よ
る
識
語
が
加

え
ら
れ
た
段
階
の
も
の
で
は
な
い
か
と
推
量
す
る
。

と
こ
ろ
で
、『
順
次
講
式
』
が
述
意
門
・
正
脩
門
・
廻
向
門
の
三
門
か
ら
な

る
整
っ
た
構
成
を
し
て
い
る
の
に
対
し
、「
楽
次
第
」
に
は
こ
う
し
た
分
類
は

な
く
、
た
だ
「
廻
向
門
」
に
対
応
す
る
「
廻
向
段
」
の
み
が
存
す
る
。「
楽
次

第
」
の
構
成
は
、
現
存
本
『
順
次
講
式
』
に
比
し
て
、
整
っ
て
い
な
い
印
象

を
受
け
る
の
で
あ
る
。
現
存
本
の
い
わ
ば
次
の
段
階
の
『
順
次
講
式
』
を
も

と
に
し
た
は
ず
の
「
楽
次
第
」
が
、
現
存
本
よ
り
も
未
整
理
な
状
態
で
あ
る

こ
と
に
は
違
和
感
を
覚
え
る
。

こ
こ
で
、「
楽
次
第
」
は
、「
音
楽
」
や
「
催
馬
楽
」
と
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ

の
「
楽
」
が
、
講
式
中
の
ど
の
箇
所
で
奏
さ
れ
る
か
、
と
い
う
「
次
第
」
で

あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。『
順
次
講
式
』
の
声
歌
部
分
の
み
を
記
し
た
楽
譜

で
あ
る
『
楽
邦
歌
詠
』
に
は
、「
惣
礼
」
な
ど
の
注
記
が
存
在
す
る
こ
と
を
述

べ
た
が
、
こ
う
し
た
注
記
は
『
楽
邦
歌
詠
』
と
そ
の
類
本
で
あ
る
『
極
楽
声

歌
』
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
声
歌
譜
に
は
、「
惣
礼
」「
表
白
段
」「
第
一

段
」
～
「
第
九
段
」「
廻
向
段
」
と
、
ほ
ぼ
全
曲
に
わ
た
っ
て
注
記
が
な
さ
れ

て
い
る

（
（4
（

。
こ
れ
は
「
楽
次
第
」
に
見
え
る
「
惣
礼
」「
表
白
」「
第
一
段
」
～

「
第
九
段
」「
廻
向
段
」
と
い
う
項
目
と
同
様
の
働
き
を
し
て
お
り
、「
楽
次

第
」
の
構
成
は
、
こ
れ
ら
声
歌
譜
集
と
類
似
し
て
い
る
と
い
え
る
。

つ
ま
り
、「
楽
次
第
」
は
、
典
拠
と
し
た
『
順
次
講
式
』
の
整
っ
た
構
成
で

な
く
、
講
式
内
で
各
楽
曲
が
ど
の
箇
所
で
演
奏
さ
れ
る
の
か
と
い
う
「
楽
」

の
「
次
第
」
を
重
視
し
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
み
な
せ
る
。

こ
こ
で
、「
楽
次
第
」
を
記
し
た
の
は
、
ど
う
い
っ
た
人
物
か
に
つ
い
て
考

え
た
い
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
楽
次
第
」
に
は
、
注
記
を
本
来
の
位
置

か
ら
移
動
し
た
た
め
に
意
味
不
通
の
部
分
が
存
す
る
、
意
味
の
重
な
る
項
目

を
立
て
て
い
る
、
楽
曲
名
が
重
複
し
て
い
る
な
ど
の
問
題
点
が
存
す
る
。
こ
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の
う
ち
、
二
点
め
に
つ
い
て
は
、
式
文
が
「
表
白
」
の
働
き
を
も
つ
こ
と
を

理
解
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、「
表
白
」
と
い
う
項
目
を
立
て
た
の
だ
と
思
わ

れ
る
。
真
源
で
あ
れ
ば
、「
式
文
」
が
表
白
で
あ
る
こ
と
を
認
識
で
き
な
い
こ

と
は
、
考
え
ら
れ
な
い
。

「
楽
次
第
」
の
構
成
が
声
歌
譜
集
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す

れ
ば
、
講
式
本
文
に
は
明
る
く
な
い
も
の
の
、
声
歌
の
よ
う
な
「
楽
」
に
関

心
が
深
く
、『
順
次
講
式
』
の
実
修
に
加
わ
っ
て
楽
器
の
演
奏
を
担
い
、
ま
た

声
歌
を
奏
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
楽
人
の
よ
う
な
存
在
を
想
定
し
て

よ
い
の
で
は
な
い
か
。

述
意
門
で
の
曲
名
が
、『
順
次
講
式
』
で
は
「
想
仏
恋
」「
往
生
急
」
と
な
っ

て
い
る
の
に
対
し
、「
楽
次
第
」
で
は
「
想
夫
恋
」「
皇
麞
」
と
、
雅
楽
曲
本

来
の
表
記
に
な
っ
て
い
る
。
楽
人
で
あ
る
藤
原
孝
道
『
知
国
秘
抄
』
で
、『
順

次
講
式
』
と
同
じ
声
歌
が
「
楽
次
第
」
と
同
じ
く
「
皇
麞
急
」
と
表
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、「
楽
次
第
」
が
楽
人
の
認
識
に
近
い
こ
と
は
認
め
て
よ
い

と
思
わ
れ
る
。

五　

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
天
野
山
金
剛
寺
蔵
『
諸
打
物
譜
』
所
載
の
「
楽
次
第
」
に
つ

い
て
検
討
し
た
。
当
該
資
料
は
、
真
源
『
順
次
講
式
』
を
も
と
と
し
、「
音

楽
」
や
「
催
馬
楽
」
と
し
て
講
式
内
で
奏
さ
れ
る
「
楽
」
の
次
第
を
記
し
た

も
の
で
あ
り
、
講
式
中
に
配
さ
れ
る
雅
楽
曲
の
由
来
を
、『
教
訓
抄
』
や
『
愚

聞
記
』
と
い
っ
た
楽
書
と
の
共
通
の
典
拠
で
も
あ
り
、
真
源
と
同
時
代
の
人

物
に
よ
る
楽
説
も
記
さ
れ
た
資
料
に
よ
っ
て
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
た
。

「
楽
次
第
」
は
、
現
存
本
『
順
次
講
式
』
に
、
講
式
冒
頭
箇
所
で
詠
唱
さ
れ

る
「
慶
雲
楽
」
と
、
末
尾
に
真
源
自
身
に
よ
る
識
語
が
加
え
ら
れ
た
も
の
に

拠
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
楽
」
を
重
視
し
た
構
成
に
よ
り
、
本
資
料
の

作
者
は
、
講
式
の
催
行
に
あ
た
っ
て
楽
器
の
演
奏
や
声
歌
の
奏
者
と
し
て
参

加
し
た
で
あ
ろ
う
楽
人
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。

本
資
料
に
は
、
真
源
が
作
っ
た
声
歌「
慶
雲
楽
」の
歌
詞
の
冒
頭
部
分
、
ま

た
不
審
な
点
は
存
す
る
も
の
の
、
真
源
に
よ
る
と
目
さ
れ
る
識
語
が
存
す
る
。

「
慶
雲
楽
」は
、
声
歌
譜
集
に
見
え
る
こ
と
で
存
在
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
現

存
本
『
順
次
講
式
』
に
は
見
え
な
い
。
本
資
料
に
よ
り
、
真
源
自
身
の
手
に

な
る
歌
詞
が
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
真
源
の
手
に
な
る
と
思
わ
れ
る
識
語

も
、
現
存
本
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

現
存
本
『
順
次
講
式
』
は
整
っ
た
構
成
を
も
ち
、
講
式
本
文
、
歌
詠
部
分

も
備
え
た
、
ほ
ぼ
完
成
し
た
形
と
み
な
せ
る
。
作
者
真
源
は
、
そ
こ
に
声
歌

「
慶
雲
楽
」、
識
語
を
加
え
る
な
ど
、
さ
ら
に
推
敲
を
重
ね
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
痕
跡
を
残
す
「
楽
次
第
」
は
、『
順
次
講
式
』
の
い
わ
ば
完
成
前
夜

と
で
も
よ
ぶ
べ
き
姿
を
う
か
が
わ
せ
る
貴
重
な
も
の
と
い
え
よ
う
。

注（
1
）　

勉
誠
出
版
、
第
一
期
二
巻
（
二
〇
一
七
年
）、
第
二
期
三
巻
（
二
〇
一
八
年
）。

（
2
）　

禅
恵
の
生
没
年
、
学
頭
位
就
任
、
住
坊
に
つ
い
て
は
、
赤
塚
祐
道「
学
頭
の

書
写
活
動
か
ら
見
た
金
剛
寺
教
学
の
変
遷
」（『
真
言
密
教
寺
院
に
伝
わ
る
典

籍
の
学
際
的
調
査
・
研
究
―
金
剛
寺
本
を
中
心
に
―
』科
学
研
究
費
基
盤
研
究

（
Ｂ
）
研
究
成
果
中
間
報
告
書
（
平
成
20
年
度
）、
二
〇
〇
九
年
）
に
拠
る
。

37



（
3
）　

当
該
資
料
は
『
金
剛
寺
善
本
叢
刊
』
第
二
期
第
三
巻
に
影
印
、
翻
刻
、
解
題

が
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
詳
し
く
は
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
中

原
香
苗「
金
剛
寺
聖
教
中
の
音
楽
資
料
に
つ
い
て
」（『
真
言
密
教
寺
院
に
伝
わ

る
典
籍
の
学
際
的
調
査
・
研
究
―
金
剛
寺
本
を
中
心
に
―
』（
科
学
研
究
費
基

盤
研
究
（
Ｂ
）
研
究
成
果
報
告
書
（
平
成
22
年
度
））、
二
〇
一
一
年
）
も
参
照
。

（
4
）　

引
用
は
、『
金
剛
寺
善
本
叢
刊　

第
二
期
第
三
巻
』所
収
の
翻
刻
に
拠
り
、
私

に
改
め
た
部
分
が
あ
る
。

（
5
）　

津
守
本
『
津
守
系
図
』（
加
地
宏
江
「
津
守
氏
古
系
図
に
つ
い
て
」『（
関
西

学
院
大
学
）
人
文
論
究
』
三
七
―
一
、
一
九
八
七
年
）、
藤
井
本
『
津
守
系
図
』

（
加
地
宏
江
「
藤
井
本
津
守
系
図
に
つ
い
て
」（『
関
西
学
院
史
学
』
二
八
、
二

〇
〇
一
年
）、「
住
吉
社
神
主
幷
一
族
系
図
」（『
続
群
書
類
従
』
所
収
）。
津
守

本
『
津
守
系
図
』
は
仲
継
の
修
理
亮
任
官
を
「
延
応
六
年
七
月
七
日
」
と
す
る

が
、
延
応
は
二
年
で
改
元
さ
れ
た
の
で
、
藤
井
本
の
「
正
応
六
年
」
を
仲
継
任

官
の
年
と
し
た
。
な
お
、津
守
本
・
藤
井
本
と
も
に
仲
継
の
従
五
位
下
叙
爵
を

「
不
審
」
と
す
る
。

（
6
）　

金
剛
寺
蔵
『
釈
論
第
三
抄
出
四　

花
園
院
記
』（
四
一
―
七
八
）、『
釈
摩
訶

衍
論
眼
精
抄　

巻
第
五
』（
四
一
―
一
四
二
）。

（
7
）　

前
掲
注
６
、『
釈
論
第
三
抄
出　

花
園
院
記
五
』（
二
五
―
六
三
）。

（
8
）　
『
五
十
音
引
僧
綱
補
任　

僧
歴
綜
覧　

増
訂
版
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
八

年
）。
彰
考
館
本
『
僧
綱
補
任
』
に
は
、
保
延
三
年
に
七
七
歳
、
ま
た
は
八
〇

歳
で
卒
し
た
と
も
あ
る
。
真
源
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
真
徹
Ａ『
平
安
浄
土
教
信

仰
史
の
研
究
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
七
四
年
）、
同
Ｂ『
日
本
浄
土
教
文
化
史

研
究
』（
隆
文
館
、
一
九
七
五
年
）、
講
式
研
究
会「
順
次
往
生
講
式
」（『
大
正

大
学
綜
合
仏
教
研
究
所
年
報
』
一
二
、
一
九
九
〇
年
）、
上
杉
智
英
「
真
源
撰

『
往
生
要
集
裏
書
』
に
つ
い
て
」（
仏
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
別
冊
『
浄
土
教

典
籍
の
研
究
』
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
参
照
。

（
9
）　
『
中
右
記
』
天
仁
元
年
（
一
一
〇
八
）
十
二
月
三
日
条
、
長
承
元
年
（
一
一

三
二
）五
月
二
三
日
・
二
四
日
・
二
七
日
条
、
同
三
年
二
月
十
三
日
条
、
注
８

前
掲
講
式
研
究
会
、
上
杉
論
考
参
照
。

（
10
）　

引
用
は
、
小
山
正
文
「
寛
永
二
十
一
年
本
『
浄
土
依
憑
経
論
章
疏
目
録
』」

（『
同
朋
大
学
論
叢
』
六
二
、
一
九
九
〇
年
）
に
拠
る
。

（
11
）　
『
大
日
本
仏
教
全
書
』。

（
12
）　
『
大
日
本
仏
教
全
書
』。

（
13
）　
『
大
日
本
仏
教
全
書
』。

（
14
）　

前
掲
注
８
上
杉
論
考
で
は
、『
破
邪
弁
正
記
』『
伝
教
大
師
五
十
徳
文
』
は
真

源
で
な
く
薬
雋
の
著
述
と
す
る
。

（
15
）　
『
長
西
録
』。

（
16
）　
『
本
朝
台
祖
撰
述
密
部
書
目
』。

（
17
）　
『
諸
宗
章
疏
録
』。

（
18
）　
『
大
日
本
仏
教
全
書
』。

（
19
）　
『
続
群
書
類
従
』。
本
話
は
、『
三
国
伝
記
』
巻
七
に
も
引
か
れ
る
。

（
20
）　
『
天
台
宗
全
書
』。

（
21
）　
『
天
台
座
主
記
』。

（
22
）　

巻
一
、
引
用
は
田
村
隆
照「
図
像
抄　

成
立
と
内
容
に
関
す
る
問
題
」（『
仏

教
藝
術
』
七
〇
、
一
九
六
九
年
）
に
拠
る
。

（
23
）　
『
順
次
講
式
』
に
つ
い
て
は
、
赤
松
俊
秀
『
京
都
寺
史
考
』（
法
藏
館
、
一
九

七
二
年
）、
注
８
前
掲
伊
藤
Ａ
Ｂ
、
講
式
研
究
会
論
考
、
田
鍬
智
志
『
順
次
往

生
講
式
―
平
安
後
期
・
鎌
倉
期
の
管
絃
声
歌
つ
き
講
式
の
世
界
―
』（
京
都
市

立
芸
術
大
学
日
本
伝
統
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
二
三
年
）
等
参
照
。

（
24
）　

講
式
本
文
の
引
用
は
、前
掲
注
８
講
式
研
究
会
論
考
に
翻
刻
さ
れ
た
知
恩
院

蔵
本
に
拠
り
、
佐
藤
哲
英『
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』（
百
華
苑
、
一
九
七
九
年
）

所
載
の
写
真
を
参
照
し
て
、
私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
以
下
、
同
様
。

（
25
）　
『
金
沢
文
庫
資
料
全
書　

第
七
巻　

歌
謡
・
声
明
編
』（
便
利
堂
、一
九
八
四

年
）
声
歌
部
解
題
「
声
歌
に
つ
い
て
（
福
島
和
夫
執
筆
）」。

（
26
）　

前
掲
注
８
伊
藤
Ａ
Ｂ
、
講
式
研
究
会
論
考
、
注
23
赤
松
論
考
、
注
24
佐
藤
論

考
等
。
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（
27
）　

こ
の
伝
本
の
存
在
は
、
前
掲
注
８
講
式
研
究
会
論
考
に
よ
る
。

（
28
）　
『
日
本
歌
謡
集
成　

巻
四
』（
春
秋
社
、
一
九
二
九
年
）。

（
29
）　

前
掲
注
８
伊
藤
論
考
Ａ
Ｂ
。

（
30
）　

前
掲
注
25
『
金
沢
文
庫
資
料
全
書
』。

（
31
）　

天
納
傳
中
「
極
楽
声
歌
が
実
唱
さ
れ
た
講
式
法
要
」（『
天
台
学
報
』
二
三
、

一
九
八
一
年
）、
同
「
極
楽
声
歌
『
倍
臚
』
の
復
元
」（『
天
台
声
明
―
天
納
傳

中
著
作
集
』
法
藏
館
、
二
〇
〇
〇
年
）。
な
お
、
底
本
は
不
明
な
が
ら
『
日
本

歌
謡
集
成　

巻
四
』
に
も
翻
刻
が
あ
る
。

（
32
）　
『
伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成　

三
』（
明
治
書
院
、
一
九
九
八
年
）。

（
33
）　

前
掲
注
25
『
金
沢
文
庫
資
料
全
書
』
所
収
。
解
題
に
よ
る
と
、
堯
観
は
伊
勢

大
日
寺
の
長
老
で
、
称
名
寺
第
二
代
長
老
劔
阿
と
親
交
が
あ
っ
た
と
い
う
。

（
34
）　

前
掲
注
８
伊
藤
論
考
Ａ
Ｂ
。

（
35
）　

引
用
は
、
図
書
寮
叢
刊
『
伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成　

二
』（
明
治
書
院
、
一

九
九
五
年
）
に
拠
り
、
国
文
学
研
究
資
料
館
「
国
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
の
画
像

に
よ
り
、
訂
し
た
箇
所
が
あ
る
。

（
36
）　

引
用
は
、
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
『
古
楽
書
遺
珠
』（
八
木
書
店
、
一
九
七

四
年
）
に
拠
る
。

（
37
）　

後
掲
の
『
教
訓
抄
』
の
記
事
に
「
蛾賦
」
字
に
「
ハ
チ
」
と
の
傍
書
が
あ
る
の

で
、
こ
の
字
を
「
蜂
」
と
同
じ
と
判
断
し
た
。

（
38
）　
『
愚
聞
記
』
で
も
、
一
箇
所
に
「
金
沙
国
ヨ
リ
蛾
来
テ
」
と
「
蛾
」
の
表
記

が
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
蜂
」「
蛾
」「
蛾賦
」
の
三
種
の
表
記
が
存
在
し
て
い
る
。

（
39
）　
『
愚
聞
記
』『
音
楽
根
源
鈔
』
で
は
、「
楽
次
第
」
に
記
さ
れ
る
十
二
曲
の
楽

曲
す
べ
て
と
内
容
的
に
重
な
る
記
事
が
見
え
、
そ
の
う
ち
ほ
ぼ
同
じ
も
の
は
、

『
愚
聞
記
』
で
八
曲
、『
音
楽
根
源
鈔
』
で
九
曲
存
す
る
。

（
40
）　

近
真
の
孫
狛
朝
葛
に
よ
る
鎌
倉
時
代
後
期
成
立
の
楽
書
『
続
教
訓
抄
』
に
も
、

『
教
訓
抄
』
を
も
と
に
し
た
叙
述
が
見
ら
れ
る
。

（
41
）　
『
教
訓
抄
』
の
本
文
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
室
町
初
期
写
本
（
五
五
三
―
二

一
、
国
文
学
研
究
資
料
館
「
国
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」）
に
拠
る
。

（
42
）　

引
用
は
、『
群
書
類
従
』
に
拠
る
。

（
43
）　

引
用
は
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
菊
亭
文
庫
蔵
本
（
江
戸
中
期
頃
写
、
菊
・

巻
・
八
〇
）
に
拠
る
。

（
44
）　

興
福
寺
浄
名
院
の
僧
。
明
暹
に
つ
い
て
は
、
磯
水
絵
「『
宇
治
拾
遺
物
語
』

に
見
る
法
師
数
寄
者
」（『
院
政
期
音
楽
説
話
の
研
究
』和
泉
書
院
、
二
〇
〇
三

年
）
参
照
。

（
45
）　

引
用
は
、
前
掲
注
25
『
金
沢
文
庫
資
料
全
書
』
に
拠
る
。

（
46
）　
『
極
楽
声
歌
』
に
は
全
曲
に
注
記
が
あ
る
。
た
だ
し
、
本
書
は
第
五
段
「
裹

頭
楽
」
か
ら
始
ま
る
と
い
う
錯
簡
が
あ
る
（
前
掲
注
８
伊
藤
論
考
Ａ
Ｂ
）。『
楽

邦
歌
詠
』
に
は
「
往
生
急
」「
蘇
合
急
」
に
注
記
が
な
く
、「
五
聖
楽
破　

急
」

の
楽
譜
を
欠
い
て
い
る
。

　

本
稿
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）（
課
題
番
号
：
２
２

Ｋ
０
０
３
５
５
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
な
か
は
ら
・
か
な
え　

神
戸
学
院
大
学
）
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